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『地域密着型金融推進の基本方針』 

 

しまなみ信用金庫 

１． 基本方針 

当金庫の「地域密着型金融の基本的考え方」は、地域経済発展への貢献及び地域の

中小零細企業の発展、地域の皆様の生活向上、地域社会の繁栄への奉仕することを目

指した、当金庫の「経営理念」及び「経営方針」と一致しており、役職員一同その使

命を果たすべく努力してまいりました。 

このような考え方のもと、当金庫は、平成 15 年 4 月から平成 17 年 3 月までの「リ

レーションシップバンキングの機能強化計画（集中改善期間）」と、平成 17 年 4 月か

ら平成 19 年 3 月までの「地域密着型金融推進計画（重点強化期間）」において、様々

な取組みを積極的に実施してまいりました。 

当金庫は、今年度以降も引き続き、さらなる「地域密着型金融の推進」に向けて、

これまで以上に地域との繋がりを大切にし、地域の皆様の多様なニーズに的確に対応

するとともに、地域社会の再生・活性化に向けて取組んでまいります。 

また、上記取組みが当金庫の収益確保に繋がるよう「集中と選択」を図り、持続可

能な貢献を実施出来る態勢整備を図っていく方針です。 

今後、これらの具体的取組策及びその進捗状況については、当金庫ホームページ等

を通じて、定期的に地域のお客さまへ公表してまいります。 

 

２． 具体的な取組み策 

（1）ライフサイクルに応じた取引先企業の支援の一層の強化 

○産学官の連携 

県立広島大学との連携強化を行い、取引先企業の支援方針です。 

新連携支援連絡会議へ参加し、情報収集を図ります。 

○Ｍ＆Ａ等のマッチング支援 

M＆A に関しては、信金キャピタルとの提携による取組みや 19 年度からは県下

4 信金による M＆A 支援の取組みを行なう方針です。 

○中小企業再生支援協議会の活用 

事業再生支援において、活用の必要性が生じる取組みについては、再生支援協

議会等の外部専門家の活用を検討していく方針です。 

○ＤＥＳ、ＤＤＳの活用 

収益基盤は有するものの、借入金過多の状態で経営難に陥っている企業につい

ては、個別に取組みの必要性、妥当性を検討し、今後もＤＥＳ、ＤＤＳの活用を

検討していく方針です。 

○信用保証制度の適切な活用も踏まえたＤＩＰファイナンスの活用 

今後、活用に向けた研究等の取組みを実施し、その必要が認められる企業につ

いては活用を検討していく方針です。 

○再チャレンジ信用保証制度の活用 

平成 19 年 8 月より、再挑戦支援保証制度（信用保証協会保証）の取扱いを開

始しました。 



 

（2）事業価値を見極める融資をはじめ中小企業に適した資金供給手法の徹底 

○シンジケートローンの活用 

平成 19 年度他信用金庫をアレンジャーとするシンジケートローンに融資団と

して参画しました。 

今後も取組み可能な案件については取扱いを検討していきます。 

○動産・債権譲渡担保融資、ＡＢＬ等の活用 

平成 19 年 9 月、信金中央金庫と設備担保信用補完制度（しんきんＭＥサポー

ト）の協定書締結しました。 

今後も信金中央金庫から具体的な取組事例を収集し取扱い可能な案件があれ

ば取扱い開始予定です。 

○会計参与制度の活用や「中小企業の会計に関する指針」の普及 

今後も信用保証協会付融資申込時には、「中小企業の会計指針」に沿って会計

処理されているか確認を実施します。 

 

（3）地域の情報集積を活用した持続可能な地域経済への貢献 

○コンサルタント能力・態勢の強化やビジネスマッチング等を活用した支援 

広島県下 4 信金合同によるビジネスフェア及び東京ビジネスサミットへの参

加等、引き続き各種ビジネスマッチングの場を提供させていただく方針です。 

○商工会議所が実施している人材紹介事業等との連携 

三原商工会議所に平成 19 年 7 月に早期転換・再挑戦支援窓口の相談員として

中小企業診断士の資格保有職員を 2 名登録いたしました。 

○地域を担う若い世代や高齢者への金融知識の普及 

平成 19 年より若手経営者の会「しまなみ信金躍磋塾」を立上げ、講座の中で

財務分析や金融機関が企業を見る視点等を説明し、金融知識の普及に努めました。 

 

（4）信用金庫（協同組織金融機関）に特に求められる事項 

○目利き能力の向上、人材の育成 

中小企業診断士や 1 級ＦＰ技能士等の専門的知識を有する職員を育成してい

ます。 

目利き力養成に係る研修・通信教育受講者の底辺拡大を実施しています。 

資産査定主任者資格取得を斡旋指導しています。 

○身近な情報提供・経営指導・相談 

国、県等より新しい制度融資等の取扱いが開始された場合、都度営業店へ商品

概要の周知徹底を図っています。 

経営改善計画書の策定や進捗状況の管理等、取引先企業の経営支援を実施しま

す。 

○商工会議所、商工会、再生支援協議会等との連携 

地域内の商工会議所会員向け提携ローンを取扱っています。 

○顧客ニーズを踏まえた融資商品・目的別ローン等の提供 

当金庫の信用格付、外部調査機関の評価等に基づく担保、保証人に依存しない

ビジネスローンの開発を検討していきます。 

○総代会の機能向上等に向けた取組み 



総代会制度の仕組み、総代氏名をディスクロージャー誌に掲載しています。 

○半期開示の充実に向けた取組み 

お客さまにわかり易いディスクロージャー誌（上半期）を作成し、それに基づ

く報告を主体とした地区別総代会を開催しています。 

⑦信用リスク管理態勢の充実 

信用リスクデータを継続的に蓄積し、特定の業種や大口先へ与信が集中しない

よう管理していきます。 

⑧市場リスク管理態勢の充実 

今後も継続して統合ＶaR管理を実施し、安定的な収益確保とリスクの回避に努

めます。 

⑨法令等遵守の徹底 

「コンプライアンス経営」を大きな柱とし、法令等遵守態勢の確立と役職員の

法令遵守の徹底に向けた取組みを策定し、コンプライアンス･プログラムに具体

的な改善項目を盛込み、役職員一丸となって取組んでいます。 

 

以 上 


